
道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる協議が調っていることの証明書

令和７年１１月１４日に開催した「あきる野市地域公共交通協議会 令和７年度第２回運賃協議分科

会」において、下記事項に関し、協議が調ったことを証明する。

記

１ 協議が調っている運賃（料金）の種類及び額

（１）普通旅客運賃

① 大人 ２００円

② 小児 １００円

③ 未就学児 無料

（２）回数券

１００円券１１枚綴り １，０００円

（３）旅客運賃の割引

① 障がい者割引 普通旅客運賃の半額

② 運転免許証の自主返納者に対する割引 無料

③ 乗継ぎ割引 無料

２ 運賃の適用方法

（１）普通旅客運賃は旅客が片道 1回乗車する場合に適用する。

（２）大人運賃と小児運賃の区別は、次に掲げる区分による。

① 大人運賃 中学生以上

② 小児運賃 小学生

③ 未就学児運賃 未就学児

（３）回数券の取扱方法は、次のとおりとする。

① 大人 片道 1回乗車する場合に回数券を２枚使用

② 小児 片道 1回乗車する場合に回数券を１枚使用

③ 障がい者（大人） 片道 1回乗車する場合に回数券を１枚使用

（４）旅客運賃の割引の種類別の適用方法は、次のとおりとする。

① 障がい者割引 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示した方

② 運転免許証自主返納者に対する割引 市が発行する有効期間内の無料乗車証を提示した方

③ 乗継ぎ割引 乗務員が発行する有効期間内の乗継券を提示した方

３ 運賃支払い方法

現金、電子決済又は回数券により当該運賃を支払うものとする。

４ 運賃を適用する路線

市内循環バス「るのバス」の新規路線及び既存路線の全路線において、運賃を適用する。

※ 別紙、路線図のとおり

５ 適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件

令和８年４月１日から適用開始

６ 運賃を定める一般乗合旅客自動車運送事業者の氏名又は名称

西東京バス株式会社

令和７年１１月１４日

あきる野市地域公共交通協議会

運賃協議分科会 会長

資料２-２



（別紙）

市内循環バス「るのバス」路線図

市内循環バス「るのバス」路線図

【凡例】

・・・新規停留所

・・・既存停留所

・・・新規路線

・・・既存路線


